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かわさき産業振興プラン（案）に関するパブリックコメントの実施結果について 

 
１ 概要 

  本市では、市内の産業振興の指針としてかわさき産業振興プランを平成 28（2016）年２月に策定し、事業者支援等の取組を進めてまいりました。 

この度、令和８（2026）年度から令和 19（2037）年度までの 12 年間を計画期間とするかわさき産業振興プラン（案）を令和７（2025）年 11 月に取りまと

め、広く市民・事業者の皆様から御意見を募集するため、パブリックコメントを実施いたしました。 

その結果、13通（意見総数 54件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容と御意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

 
２ 意見募集の概要 

題 名 「かわさき産業振興プラン」（案）に関する意見募集について 

意見の募集 令和７年 12 月１日（月）から令和８年１月５日（月）まで 

意見の提出方法 電子メール（意見提出フォーム）、郵送、持参、ＦＡＸ 

募集の周知方法 

・市政だより（12月１日号） 

・市ホームページ 

・かわさき情報プラザ 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館及び経済労働局産業政策部企画課 

・市内関係団体等への説明 

・メールマガジン 等 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見総数） 13 通（54 件） 

（内訳） 電子メール（意見提出フォーム） 10 通（37 件） 

ＦＡＸ 2 通（11 件） 

持参 1 通（ 6 件） 

郵送 0 通（ 0 件） 
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４ 意見の内容と対応 

  かわさき産業振興プラン（案）の策定に向けた意見として、イノベーション・エコシステムの構築に向けた意見、雇用の安定や商業支援などに関する意見や 
要望などが寄せられました。 
御意見を踏まえ、一部表現の修正や追記をするほか、所要の整備を行った上で、かわさき産業振興プランを策定いたします。 
 
【対応区分】 
 Ａ：御意見を踏まえ、案に反映したもの 
 Ｂ：御意見の趣旨が素案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ取組を推進するもの 
 Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 
 Ｄ：素案に対する質問・要望の御意見であり、素案の内容を説明・確認するもの 
 Ｅ：その他 
 
 
【意見の件数と対応区分】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

１ かわさき産業振興プラン（案）全般に関すること 0 0 3 1 3 7 

２ 第２章「本市の現状と本市を取り巻く社会経済環境の変化」に関すること 3 0 1 2 0 6 

３ 第４章「かわさき産業振興プラン 第４期実行プログラム」に関すること 0 5 11 25 0 41 

合計 3 5 15 28 3 54 
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５ 具体的な意見の内容と市の考え方 

（１）かわさき産業振興プラン（案）全般に関すること（全７件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

1 本プランは、10 年間強の比較的長い計画期間の指針であることを

踏まえると、「個々の事業における差別化と深化」や「外部環境に関

わる考え方や取り組み」が不足しているように感じる。 

「かわさき産業振興プラン」における 12年後のめざす姿として、「多様

な人材や産業が共創し、イノベーションを生み出すまち」と設定し、そ

のめざす姿が実現している状態として、「①多様な人材や産業が連携・

共創し、新たな価値を生み出している」と「②川崎の強み・ポテンシャ

ルを活かし、変化をとらえながら挑戦することで成長し続けている」と

しています。 

めざす姿を実現するために、計画期間が４年間の第４期実行プログラム

を策定し、具体的な施策や取組を実行してまいります。 

また、本プランは実行プログラムの終期を迎えるごとに、社会経済環境

の変化やこれまでの施策における課題等を整理するなど、柔軟かつ機動

的な計画になるよう見直しを行ってまいります。 

Ｃ 

2 防災、エネルギー、インフラ、社会システム分野は安定雇用と社会

貢献を両立できる産業であり、市の重点産業として明確に位置づけ

ていただきたい。 

防災、エネルギー、インフラ分野につきましては、本プランの上位計画

である「川崎市総合計画 改定案」においても重点的に取り組む課題（テ

ーマ）として位置付けております。 

特に、エネルギー分野に関する取組につきましては、川崎臨海部におい

て、カーボンニュートラル社会に寄与するコンビナートへの転換を図り

ながら、産業競争力の維持・強化を目指す「川崎カーボンニュートラル

コンビナート構想」に基づき、水素等のカーボンニュートラルエネルギ

ーの利活用や炭素循環、エネルギー地域最適化に取り組んでおり、扇島

地区における水素の受入・供給拠点の形成などを進めてまいります。 

Ｄ 

3 最低賃金上昇や物価高騰の影響により、落札時点の価格が事業実態

と乖離し、事業者が経済的負担を強いられるケースが生じていると

の声がある。従来の「最低価格競争」を前提とした制度から、適正

な労務水準・持続性・品質確保を考慮した新たな評価軸を検討する

ことは、地域経済の健全性確保にも資すると考える。 

本市では、近年の資材価格や労務費の高騰を踏まえ、積算単価の見直し、

公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置及びインフレスライド

条項に基づく変更契約により対応しております。 

今後も、国の施策や社会情勢の変動等を踏まえた制度運用に取り組んで

まいります。 

Ｅ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

4 川崎駅周辺は市の玄関口であり、観光・ビジネス来訪者や高齢者・

障がい者にとって重要な動線空間だが、現状では階段移動の負担な

どバリアフリー面の課題が残っている。 

長期都市計画として駅動線やホーム位置を含む大胆な再編を視野

に入れ、「誰にとってもやさしい交通結節点」 の整備を進めていた

だきたい。 

川崎駅周辺地区は、大規模な土地利用転換に合わせた都市機能集積や都

市基盤整備を着実に推進することで広域拠点にふさわしいまちづくり

に取り組んできております。 

これまで、川崎駅東口駅前広場の再整備や川崎駅北口自由通路等の整備

を通じてバリアフリーに配慮した整備や駅東西の回遊性向上への取組

を行ってきました。 

駅等の移設については、既成市街地での現在の土地利用状況などを踏ま

えると困難であると認識しておりますが、引き続き、川崎駅周辺地区に

おいては、バリアフリーに配慮したまちづくりを行ってまいります。 

Ｅ 

5 本プランは、産業を取り巻く前提条件や構造そのものを示す設計と

なっており、従来プランのように「成長分野や支援策」を手がかり

に自社との関係を探す読み方では、内容がつかみにくい構造になっ

ていると感じる。 

企業経営においても中長期を見据えた経営ビジョンは欠かすこと

ができないものであり、本プランはまさにその前提条件を示すもの

として、「読む資料」というよりも「経営の壁打ちに使う前提条件

集」として捉えることで、より活用しやすくなるのではないかと考

える。 

本プランを現場で機能させるための補完的なツールについて、以下

のとおり検討いただきたい。 

 

（１）中小企業経営者向け「読み方ガイド」（２〜４ページ程度） 

（２）支援策・相談窓口への「橋渡し一覧」（１ページ程度） 

（３）実行プログラム発表時の「翻訳セット」 

（４）業種別の活用事例 

 

 

本プランでは、今後の産業振興施策について大きく５つに分けて基本施

策を策定し、基本施策ごとに目標、４年後の成果指標、取組の方向性、

関連する取組項目を記載しております。 

取組項目においても、これまでの実績・課題、今後の取組の方向性・取

組内容、主なアウトプットを詳細に記載しており、市民・事業者にとっ

て、自分が関連する該当箇所を読んでいただくことで、内容が把握でき

るように作成されております。 

また、特に重要な箇所を抜粋した概要版も併せて作成しているところで

ございます。 

経営者は、物価高騰など多様な経営課題に直面しており、必要となる支

援内容も経営者によって異なるため、今後も本市の産業振興施策をより

分かりやすくお伝えすることができるように取組を進めてまいります。 

Ｃ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

6 本プランは、12 年という長期的視点と、量子・GX など先端分野へ

の明確な方向付けにおいて、川崎市の産業界の今後にとって重要な

指針となる内容であると評価している。 

一方で、その意欲的な内容を市内事業者に届け、現場で活用してい

ただくためには、プラン本体とは別に「読み解きを支援するツール」

の整備が有効ではないかと考える。こうしたツールがあることで、

本プランが経営者にとって「壁打ちの材料」として機能しやすくな

るのではないかと期待している。 

本プランでは、今後の産業振興施策について大きく５つに分けて基本施

策を策定し、基本施策ごとに目標、４年後の成果指標、取組の方向性、

関連する取組項目を記載しております。 

取組項目においても、これまでの実績・課題、今後の取組の方向性・取

組内容、主なアウトプットを詳細に記載しており、市民・事業者にとっ

て、自分が関連する該当箇所を読んでいただくことで、内容が把握でき

るように作成されております。 

また、特に重要な箇所を抜粋した概要版も併せて作成しているところで

ございます。 

経営者は、物価高騰など多様な経営課題に直面しており、必要となる支

援内容も経営者によって異なるため、今後も本市の産業振興施策をより

分かりやすくお伝えすることができるように取組を進めてまいります。 

Ｃ 

7 学校給食では、物価高騰などもあり厳しい状況にある。給食の提供

は子どもの育成にも大きく寄与するため充実が必要。一方で学校給

食調理師・員の処遇充実も重要であり、施策のより一層の充実をし

てほしい。 

物価変動の激しい昨今の社会情勢を踏まえて、将来に渡って学校給食の

質を保つことができるよう、令和７年度に学校給食費の改定を行ったと

ころでございます。 

今後も、「とにかく美味しい学校給食」「自然と健康になる学校給食」「み

んなが大好きな学校給食」をコンセプトとした「健康給食」を引き続き

推進し、成長期の子どもたちに望ましい給食を安定的に提供できるよ

う、毎年、物価に連動して給食費の見直しを行ってまいります。 

また、給食調理員等の処遇充実に向けましては、暑い時期における給食

室の環境改善を図るため、空調設備が未設置の調理場や食品庫に空調整

備が進められるよう令和８年度予算に必要経費を計上したところです。

引き続き、労働環境の改善に向けて取り組んでまいります。 

Ｅ 
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（２）第２章「本市の現状と本市を取り巻く社会経済環境の変化」に関すること（全６件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

1 川崎市内の所得が市外へ流出している現状は、地域経済の持続性に

影響を及ぼす重要課題であると考える。 

川崎市は東京・横浜という大都市に挟まれた地域特性から、居住機

能が中心化し「働く場」や「消費・教育・文化を市内で完結できる

仕組み」が十分に形成されていない側面がある。 

本プランに掲げられている「市内で所得が循環する経済構造」への

転換は非常に重要であり、その実現に向けて雇用機会の創出、消費

拠点の整備、教育・研究機関との産業連携を市の重点政策としてさ

らに推進いただきたい。 

本プランでは、地域経済の循環をより促進し、地域の「稼ぐ力の向上」

につなげることを、施策を進める上での重要なポイントの１つとして設

定し、各基本施策に取り組むこととしています。 

今後におきましても、多様な求職者の就業支援と企業の人材確保支援等

による雇用機会の創出、誘客・交流の促進や商業地域の活性化等による

市内消費の促進、高度人材の育成や社会課題解決等に向けた教育・研究

機関との市内産業との連携促進等、本プランがめざす姿として設定して

いる「多様な人材や産業が共創し、イノベーションを生み出すまち」の

実現に向けた取組を推進してまいります。 

Ｄ 

2 臨海部の活性化につきましては、経済労働局政策課題研究プロジェ

クト（33ページ）の中で、「得意な分野で所得を稼ぐ具体例として

「石油石炭製品」「鉄鋼」「化学」の産業が近隣自治体と比べ得意な

産業となっています」と分析していながら、計画の中の取組項目の

一つである（４）臨海部における新産業の創出（63 ページ）の中で

は、これら臨海部全域にわたる企業の支援に関する取組の方向性や

取組内容の記載がない。 

一方、川崎臨海部投資促進制度の見直し等（案）も現在パブリック

コメントが行われており、この中では「川崎臨海部に立地する企業

の生産機能や製品の高度化等を図るとともに、経済状況・社会情勢

等の変化に対応するために補助金を交付することにより、川崎臨海

部の産業競争力を強化する」と制度の目的と、取組内容が明示され

ている。 

政策の整合性の観点からの、産業振興プランでの位置づけについて

検討をお願いする。 

 

 

本プランは、「川崎市総合計画」を上位計画とした、産業振興に係る個

別計画として策定を進めているところであり、内容につきましては、経

済労働局の所管事業だけでなく、臨海部での取組など関係局の事業につ

いても一部記載しているところでございます。 

取組項目「臨海部における新産業の創出」では、キングスカイフロント

など経済労働局と特に関係性が高い項目を抜粋して記載しております。

臨海部全域にわたる企業の支援に関する取組の方向性や取組内容につ

きましては、「川崎市総合計画」や「臨海部ビジョン」などに記載され

ており、今後も引き続き関係局と連携をして着実に取組を進めてまいり

ます。 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

3 32 ページにある外部有識者との意見交換を踏まえて「地域で経済

を循環させる上で、“卸売業”と“金融業”は他産業との結びつきが

強く、経済活動全体に対する影響も大きいため、地域内で成長させ

ていく必要がある。」という課題に対しては、どういった戦略を具

体的に施していくのか。 

本プランでは、地域経済の循環をより促進し、地域の「稼ぐ力の向上」

につなげることを、施策を進める上での重要なポイントの１つとして設

定し、各基本施策に取り組むこととしています。 

「卸売業」や「金融業」につきましては、他産業との関連性が強いとい

う業種特性等を踏まえて、主に基本施策２「中小企業の競争力の強化と

活力ある産業集積の形成」や基本施策３「誘客・交流促進と商業地域の

活性化」の取組項目で記載しております。いただいた御意見につきまし

ては、今後の支援施策の検討を行う上での参考とさせていただきます 

Ｃ 

4 「第２章 本市の現状と本市を取り巻く社会経済環境の変化」のな

かで、「市内産業の現状・動向」（13ページ）と「本市を取り巻く社

会経済環境の変化」（20ページ）について記載があるが、掲載され

ている図や表と、表題や本文の記載が合わないと思われる箇所があ

る。 

13 ページの図-４「川崎市の有業率」につきましては、市内在住で働い

ている人が他都市と比較して多いことを表しており、そのほか図-５「川

崎市の離職率」、図-７「女性就業率」、図-８「シニア（65 歳以上）就業

率」などをもって「働きやすいまち・かわさき」と表現しておりました

が、市内に労働者が多いことをもって「働きやすい」という表現を使用

するのは誤解を与える表現であるため、「有業率・離職率等」に表現を

修正することにしました。 

20 ページの図-17「産業別の雇用欠員判断 D.I の推移（「過剰」-「不

足」、％ポイント）」につきましては、本文中の文言と図表番号の記載場

所で内容が一致しない箇所がありましたので、図表番号の記載場所及び

該当する記載内容を修正することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

5 14 ページの図-９「市内の産業集積状況」に 

「川崎市農業技術支援センター」を書き加えていただきたい。 

理由：市内農業の技術的な支援を行う本市の重要な支援拠点と考え

たため。 

「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特

定産業技術研究支援センター（略称：BRAIN）」を書き加えていただ

きたい。 

理由：国内農業に関する技術的な支援を行う我が国の重要な支援拠

点と考えたため。 

農業技術の支援を行う拠点として重要と考えておりますので、14 ペー

ジの図-９「市内の産業集積状況」に追記しました。 

Ａ 

6 15 ページの図-10「市内の研究開発拠点の立地状況」の図の左下の

新川崎・創造のもりに「就労人数：●●人」を書き加えていただき

たい。  

理由：就労人数は、規模感を理解できる判りやすい指標と考えた。

難しいようであれば、新川崎地区全体での就労人数を示す形でも良

いと考える。 

就労人数の規模につきましては、令和３年経済センサス-活動調査にお

いて新川崎地区の従業者数が算出可能であることから、15ページの図-

10「市内の研究開発拠点の立地状況」の新川崎・創造のもりの箇所に「就

労人数：約 2,700 人（新川崎地区全体）」と追記しました。 

Ａ 
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（３）第４章「かわさき産業振興プラン 第４期実行プログラム」に関すること（全４１件） 

No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

1 産業都市として発展してきた川崎市の強みを生かして、イノベーシ

ョンを次々と生み出しながら産業を発展させる計画案となってお

り、こうした案で進めていただきたい。 

事業拡大した卒業企業の市内定着率の目標設定については、市内立

地への企業への働きかけに合わせて、その受け皿となる施設等の整

備・誘導も両輪として必要だと考えるので、そうした仕組みづくり

を市として進めていただきたい。 

かわさき新産業創造センター（KBIC）における事業拡大した卒業企業の

市内立地率を高めるため、インキュベーションマネージャーを中心に卒

業企業と不動産事業者とのマッチングを推進するとともに、新川崎・創

造のもりの機能更新に加え、新設される川崎区南渡田・高津区下野毛等

の産業拠点と連携した立地誘導を実施するなど、総合的な取組により市

内立地の誘導に取り組んでまいります。 

Ｃ 

2 量子コンピューター分野でどのような取組を行い、どのように活用

すれば川崎市の産業発展に寄与できると考えているのかが不明で

ある。 

一般的にあまり発信されていないこととして、量子コンピューター

の課題（量子エラーや極低温でないと動かない）があるが、量子コ

ンピューターが得意なことや川崎市として進めたい・進めるべきこ

とをリンクさせたうえで計画に落とし込めばよいと思う。 

本市が目指す「量子イノベーションパーク」は、量子技術を核としたイ

ノベーションの創出に向けた多様な研究・実証・教育プロジェクトが、

新川崎・創造のもりを中核として、様々な企業・研究機関等において市

内全域で展開するものです。 

量子イノベーションパーク実現に向けた取組や、市内における量子技術

の活用事例を広く発信することで、本市の取組の認知度の向上と期待感

の醸成につなげ、企業の量子技術分野への参画促進や新川崎・創造のも

りへの企業集積等を図ってまいります。 

Ｄ 

3 人材不足、物価高に対応する内部 DX もそうですが、行政全体の力

によってマーケットを呼び込む仕掛けなどが不足していると感じ

る。 

川崎市は東京都と横浜市の間にあり、恵まれている環境にあるの

で、具体策の実施が必要だと考える。 

 

 

 

 

 

 

本市では、首都圏に近接する地理的優位性を活かし、市内中小企業が持

つ優れた製品・技術と大企業や大学・研究機関、他自治体の企業等のマ

ッチング等を通じて、中小企業のビジネスモデルの変革や既存サービス

の改善、新たなビジネスの創出、販路開拓などの支援を、引き続き実施

してまいります。 

観光面においては、本市の強み・ポテンシャルを活かし、訪日外国人観

光客の誘客を一層促進してまいります。 

これらの取組の実施にあたりましては、東京都と横浜市の間にある地理

的優位性を最大限に活かしながら進めてまいります。 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

4 ライフイノベーション国家戦略特区としての未来のひとつとして、

その分野に関わる海外優良企業を呼び込み、川崎市に根付かせる抜

本的な規制緩和もさらに必要ではないかと考える。 

キングスカイフロントでは国際戦略総合特区・国家戦略特区制度などを

活用し、ライフイノベーションにおける基礎研究から応用研究の企業・

研究機関等 80機関が集積しております。 

また、インキュベーション事業の一環とし米国の Bio Labs 社との連携

や、創薬系スタートアップを支援する仕組みの構築による、優秀なスタ

ートアップ人材の誘致・集積に取り組んでいます。 

今後も外部から成長が期待される世界トップクラスの人材や知見をキ

ングスカイフロントに呼び込み、世界進出を可能とするとともに新産業

の創出を進めてまいります。 

Ｄ 

5 AI 等の進化により、これまで以上にセキュリティに対する構えが

必要。量子に加えて、分散技術のブロックチェーンも強化させ、情

報を守り抜く川崎市としての構えも必要だと考える。 

なお、ブロックチェーンを強化すると、セキュリティだけでなく、

業務効率やその他など、市内企業にも有効だと考える。 

AI 等が進展する中において、セキュリティの確保は重要であると認識

しており、ブロックチェーン技術についても、業務効率化等に有用な技

術であると考えております。 

こうした量子技術等の先端コンピューティング技術について、セキュリ

ティ対策や生産性向上などにも活用されるよう、引き続き技術の実証等

に取り組んでまいります。 

Ｄ 

6 川崎市の地理的優位性と産業集積を活かし、世界的な企業の工場や

研究開発拠点を見学できる産業観光ツアーをテーマにした国家プ

ロジェクト（特区としての川崎市）を提案する。 

羽田空港に近い立地を活かし、無人運転バスで川崎入りし、チャー

ターバス（タクシー）に乗り換え、国内外の観光客を対象に川崎市

内の先端的な研究開発拠点や中小企業、工場見学ツアーを組み込ん

だ観光プログラムを展開するべきであると考える。これにより、地

域経済の活性化と日本の産業技術の国際的な認知度向上を図るこ

とができると考える。 

 

 

 

産業振興に係る関連計画として策定を進めている「第３次かわさき観光

振興プラン」では、川崎の産業集積や研究開発拠点といった特性を、観

光や学びの機会につなげていく観点から、産業観光やテクニカルビジッ

ト等の取組について記載しております。 

産業観光を推進していくためには、受入れ企業・施設と持続的な価値を

生み出していく仕組みの構築を進めるとともに、安全・セキュリティの

確保、事業としての実行性（運行・採算等）等の総合的な検討が必要で

あるものと認識しておりますことから、個別具体的な取組については企

業等と協議を行いながら検討してまいります。 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

7 地域活性化の観点から、いわゆる「道の駅」を「新モビリティステ

イション」を兼ねたスタイルで開設し、賑わいの創出や地域産品の

販路拡大や都会型交流拠点として展開するべきであると考える。ま

た、市内の観光バスツアーの経由場所として食事場所やお土産など

として活用することができると考える。 

「道の駅」につきましては、制度上の位置づけや整備主体、運営体制等

の整理が必要であり、現時点において本市が主体となって開設・運営す

る予定はございませんが、関係事業者の意向や施設の立地条件、実現可

能性等を踏まえた検討が必要となる事項であると認識しております。 

産業振興に係る関連計画として策定を進めている「第３次かわさき観光

振興プラン」では、市民・事業者等との共創による観光まちづくりにつ

いて記載しており、個別具体的な取組については市民・事業者等と協議

を重ねながら、各エリアでの誘客等に取り組んでまいります。 

Ｄ 

8 本プランでは中小企業・スタートアップ支援が中心になっている

が、市内に研究開発・製造拠点を有する大企業をどのような役割主

体として位置づけているのか。 

単なる協力要請ではなく、市の産業政策を共に担うパートナーとし

ての明確な位置づけを示すべきだと考える。 

市内には我が国を代表する大企業の研究開発拠点や製造拠点、本社機能

が多数集積していることから、こうした本市の産業集積・立地の特性を

活かして、大企業同士の連携や、大企業と中小・スタートアップ企業の

連携を促進し、川崎発の技術が次々と社会実装につながるイノベーショ

ン・エコシステムの構築に、大企業とともに取り組んでまいります。 

Ｄ 

9 知的財産マッチングの拡充にあたり、大企業側の知財リスク・事業

責任・投資回収について、市としてどのようなルール整備・支援を

行うのか。 

本市では、大企業等が保有する開放特許を活用した市内中小企業の新製

品開発や新たなビジネス創出を図るため、知的財産マッチング事業に取

り組んでいるところでございます。 

本事業では、大企業・中小企業の双方にとってメリットのある支援に取

り組むことが重要であることから、今後につきましても、大企業におい

て知財リスク・投資回収など総合的な観点から開放する特許を選定いた

だくとともに、知的財産コーディネータ等と連携し、ライセンス契約の

際に事業責任を明確化するなどのサポートに取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

10 市内に立地する研究開発・製造拠点が今後も維持・高度化されるよ

う、税制、用地、インフラ、規制緩和等の具体的支援策を検討して

いるか。 

 

臨海部に立地する製造業者による設備投資等を対象とした「川崎臨海部

産業競争力強化促進補助金」、研究所等の新設を対象とした「川崎臨海

部研究開発機能強化補助金」や、新川崎・創造のもりにおける「新川崎

イノベーション拠点整備補助金」等の企業の投資促進・立地誘導に向け

た支援メニューがありますので、こうした制度を活用して拠点価値の向

上と先端企業の誘致に取り組んでまいります。 

Ｄ 

11 リスキリング・量子人材育成等の施策について、市内大企業の教育

資源・現場を活用した実践的プログラムを、市主導で制度化してい

ただきたい。 

リスキリングに関する支援につきましては、市内中小企業の経営力強化

に向けた生産性向上の促進に向けた支援として、多様な人材が活躍でき

る環境整備等に対する専門家派遣、従業員のリスキリングの取組を支援

する補助事業等を実施しているところであり、今後も着実に取組を進め

てまいります。 

量子人材の育成につきましては、大企業や大学等と連携し、量子の社会

実装に向けて経営者・リーダー向けのセミナー等を開催するとともに、

学生が段階的に量子技術を学ぶことができるよう、体系的な量子人材プ

ログラムを実施してまいります。 

Ｄ 

12 エネルギー、防災、インフラ、GX といった分野で、川崎市を「先端

技術の社会実装都市」として位置づけ、大企業と連携した大規模実

証を推進するべきである。 

エネルギー、GX等の分野において、中小・スタートアップ企業が有する

社会課題解決に資する技術の社会実装に向けた支援を行うことが本市

に求められる役割であると認識しております。 

市の産業を活かした大企業と連携した実証等の取組や中小・スタートア

ップ企業と大企業との共創による取組等、本市の最先端の技術が社会実

装につながるよう取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

13 本プランにおいて「産業振興」が掲げられているが、雇用の安定や

働く人の生活基盤を、どのように政策目標として位置づけているの

か。 

また、数値目標や評価指標に反映しないのか。 

本プランでは、本市の産業振興の推進に重要なポイントの１つとして

「雇用創出」を設定し、その実現のため基本施策５「多様な人材が活躍

できる環境づくり」を策定しております。 

基本施策５に係る成果指標として、「市の就業支援事業による就職決定

者数」、「働き方改革の取組を行っている事業所の割合」を設定しており、

多様な就業支援と企業の人材確保支援、勤労者福祉の向上に向けた取組

を着実に進めてまいります。 

Ｄ 

14 DX 推進に伴う業務変化や人員再配置に対し、労働者の不安を軽減

するための再教育・再配置への支援として、市はどのように対応す

るのか。 

労働者の再教育・再配置に関する支援につきましては、市内中小企業の

経営力強化に向けた生産性向上の促進に向けた支援として、デジタル化

や多様な人材が活躍できる環境整備等に対する専門家派遣、従業員のリ

スキリングの取組を支援する補助事業等を実施しているところであり、

今後も着実に取組を進めてまいります。 

Ｄ 

15 大企業と中小企業・スタートアップの連携において、雇用の質（正

規雇用、技能継承、処遇）を確保する観点を、施策設計にどのよう

に反映するのか。 

本市におきましては、正規雇用を基本とした合同企業説明会等のマッチ

ングイベントを定期的に開催し、当該イベントには大企業、中小企業、

ベンチャー企業等が参加しております。 

今後も、企業と企業が望む人材とのマッチングの場を提供してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

16 産業振興施策の評価指標に、雇用の安定性・技能継承・人材定着率

といった観点を組み込むべきである。 

雇用の安定性・技能継承・人材定着率に係る取組につきましては、基本

施策５「多様な人材が活躍できる環境づくり」に記載しております。  

雇用の安定に向けましては、川崎市就業支援室「キャリアサポートかわ

さき」において、求職者の就業支援、企業の人材確保支援、求職者と企

業とのマッチングの場の提供を軸とした取組を進めてまいります。 

技能等の継承に向けましては、本市では匠の技術・技能の奨励・継承や

後継者の育成に向け、「かわさきマイスター」の認定を行うとともに、

技能職者の後継者確保・育成のため、学校での技能職体験等の取組を進

めてまいります。 

人材定着に向けましては、事業者における職場環境の整備が進むよう、

労働関連情報の提供や生活資金貸付制度等の勤労者福祉施策とともに、

従業員の福利厚生のための共済事業の取組を進めてまいります。 

Ｄ 

17 DX・技術革新に対応するため、企業任せではなく、市が関与する公

的リスキリング支援制度を拡充するべきである。 

（同趣旨他１件） 

リスキリングに関する支援につきましては、市内中小企業の経営力強化

に向けた生産性向上の促進に向けた支援として、多様な人材が活躍でき

る環境整備等に対する専門家派遣、従業員のリスキリングの取組を支援

する補助事業等を実施しているところであり、今後も着実に取組を進め

てまいります。 

Ｄ 

18 市内の製造業・研究開発現場で培われた技能・設計力・品質管理力

を、地域の資産として守り、次世代へ継承する仕組みを構築するべ

きである。 

事業承継につきましては、専門家派遣やセミナー開催のほか承継準備段

階における伴走支援等を実施しているところでございます。 

今後につきましても、高度な技術力やノウハウを保有する市内製造業が

円滑に事業承継を行えるよう支援することで、次世代への技術継承と地

域におけるサプライチェーンの持続性を確保するための取組を進めて

まいります。 

技能等の継承につきましては、本市では匠の技術・技能の奨励・継承や

後継者の育成に向け、「かわさきマイスター」の認定を行うとともに、

技能職者の後継者確保・育成のため、学校での技能職体験等の取組を進

めてまいります。 

Ｃ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

19 キングスカイフロントは、最先端ライフサイエンス・ヘルスケア産

業の集積拠点として高い潜在価値を有している一方、その産業を支

える人材育成機能との連携が十分とは言えない状況にある。 

高専・理系中高一貫校・大学院・研究連携拠点等と連動した「地産

地消型人材育成モデル」の構築を推進し、研究開発から事業創出、

雇用までを市内で循環できる体制を整備することが必要と考える。 

ライフサイエンス分野における世界最高水準の研究開発拠点であるキ

ングスカイフロントにおいて、技術者や研究者として働く自分の姿を思

い描き、将来の目標の参考にしてもらうことを目的として、川崎市立川

崎総合科学高等高校と連携し、科学科の生徒を対象に、立地機関への見

学会を実施しています。 

また、川崎市産業振興財団が運営するナノ医療イノベーションセンター

（iCONM）では、市内在住の薬学部学生等に対する講義や実務研修を実

施するとともに、高校生プログラムとして、市内の中高一貫校や市立高

校（普通科、科学科、福祉科）を対象に、体験学習や研究者交流会、出

前事業、ワークショップを実施し、ケアイノベーションの人材育成を目

的に、少子高齢化が進む未来を自分事に考え、課題に立ち向かう意識を

醸成する事業を実施しています。 

その他、キングスカイフロントに立地する神奈川県立保健福祉大学ヘル

スイノベーション研究科や、慶應義塾大学殿町タウンキャンパスでは、

ライフサイエンス分野等を担う人材を育成するため、身近な興味から課

題を見つける力を養い、課題を解決する方法を自ら研究し実践する教育

プログラムに取り組んでいます。 

この他に小学生を対象とした取組として、科学実験や実際の医療機器な

どを体験できる「キングスカイフロント夏の科学イベント」を実施して

います。 

今後につきましても、キングスカイフロントに立地する機関と連携し、

人材育成に資する取組を推進してまいります。 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

20 川崎臨海部は物流拠点としての機能が急速に強化されており、今後

も需要が拡大すると見込まれる。しかし、車両待機場所不足や 2024

年問題に伴う待機時間課題など、現場では具体的な運用問題が発生

している。 

例えば、平常時に余裕のある施設を活用した待機場所の確保など、

官民連携による実践的な支援策が必要と考える。物流は都市機能を

支える基盤産業であり、川崎市としてこれを支える政策姿勢を明確

にしていただきたい。 

物流施設が多く立地する東扇島においては、荷待ちトラック待機所を２

箇所設置しており、トラックが無料で待機できる取組を行っておりま

す。 

また、開所時間の延長や隣接する公園のトイレや自動販売機を利用しや

すいよう通用門を設置するなど、利便性の向上も図っているところでご

ざいます。 

立地企業へは機会を捉えて利用案内を行っているところですが、路上で

の待機トラックも一定数見受けられることから、引き続き立地企業や関

係事業者と連携して利用を促進し、円滑な物流の確保に努めてまいりま

す。 

また、塩浜３丁目周辺地区内の幹線道路においても、幹線道路の円滑な

交通に資することを目的に、池上新町３丁目では、Park-PFI の活用によ

り緑道の再整備と合わせて大型車の駐車も可能とした交通レスト機能

の導入を行ったほか、殿町夜光線では、路上駐車対策としてラバーポー

ルを設置いたしました。 

また、これまでも仮設トラック待機所の設置を通じた社会実験の実施や

立地企業へのヒアリング等を通じて、「物流業界の 2024 年問題」等に伴

う影響の把握に向けた取組を進めてまいりました。 

川崎臨海部における物流の課題については、荷主企業や物流事業者との

協力が不可欠であることから、引き続き立地企業と連携しながら取組を

進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

21 物流産業では雇用確保が困難な現状が続いている。将来的な自動化

が進むとしても、一定のマンパワーは不可欠であり、人材確保政策

は重要課題と考える。 

外国人材受入と市営住宅などの活用、日本語教育の提供、小中学校

夜間活用など、居住・教育・雇用支援を統合した地域連携モデルの

構築は、川崎市の多文化共生政策や産業政策とも親和性が高く、実

行効果の高い施策になると考える。 

本市では、運輸業等様々な業種の企業が出展している合同企業説明会等

のマッチングイベントを定期的に開催しており、企業の人材確保支援に

積極的に取り組んでいるところでございます。 

今後につきましても、こういったイベントを通じて、外国人材を含め、

若者、女性、高齢者等の多様な人材と市内企業とのマッチング支援に取

り組んでまいります。 

Ｃ 

22 川崎市は、JFE・東芝・富士電機等の重厚長大産業とともに発展して

きた都市であり、その歴史は市の経済基盤を大きく支えてきた。 

しかし近年、主要産業の縮小・撤退が進む中で、市内所得循環を維

持・強化するためには、新たな産業誘致と産業転換が不可避の課題

となっている。 

既存産業における雇用機会縮小や、立地条件・労働環境の変化に伴

う若年層とのミスマッチも見受けられる。 

こうした状況を踏まえ、IT 産業を含む知識集約型産業・先端サービ

ス産業の誘致強化、交通利便性の向上、柔軟で魅力ある就労環境の

整備により、「働きたい都市」として選ばれる川崎市への転換を戦

略的に進めていただきたい。 

これは単なる雇用拡大にとどまらず、都市ブランド向上、市外流出

抑制、若年定住促進、市内消費拡大へとつながり、中長期的な都市

成長戦略として極めて重要な政策効果を持つと考える。 

 

 

 

 

 

 

経済状況・社会情勢等が変化する中で、今後も引き続き研究開発拠点や

スタートアップ企業の誘致、企業立地環境の整備、産学官連携の推進及

びエコシステム形成など、多面的な施策を展開・強化していくとともに、

働き手となる勤労者の福祉向上に資する取組や企業の生産性向上等へ

の支援に取り組むことで、企業・市民から「選ばれる都市」を目指して

まいります。 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

23 川崎市は先進的な研究開発に取り組む大手事業者が集積しており、

新たなイノベーションを生み出すポテンシャルが大きいまちであ

り、そこを核とした本プランは素晴らしいと思う。 

一方で、そうしたイノベーションに取組む事業者は限定的で中小企

業を含めた裾野の広がりには課題があるように思う。 

取組項目にあるエコシステムを構築し、川崎市全体のボトムアップ

につながる施策を期待する。 

スタートアップ支援拠点の整備に加えて、支援機関同士のネットワ

ークが構築されていることから、手厚いワンストップのサポート体

制と感じている。 

しかしながら、「事業者へ体系的な周知が不足していること、北部

エリアが空白になっていること、ソーシャル系など（ディープテッ

ク以外）が手薄であること」が気がかりとなる。 

 

イノベーション・エコシステムの構築に向けましては、市内イノベーシ

ョン拠点間の連携を推進するとともに、市内研究施設等と連携したイノ

ベーション人材の育成を推進してまいります。 

また、イノベーションに取り組む事業者の成長の成果等を次世代の事業

者へ還流されることで、次々とイノベーションを生み出す持続可能なエ

コシステムを市域全体で実現してまいります。 

事業者に対する施策の体系的な周知につきましては、事業者の産業分野

や業種、事業フェーズに応じて、目的別かつ組織横断的に支援施策を取

りまとめている「川崎市中小企業活性化施策ハンドブック」を活用する

とともに、様々なイベントの機会を通じた周知に努めてまいります。 

また、市域全体やディープテック系以外の事業者に対する支援につきま

しては、川崎市産業振興財団や商工会議所、金融機関、シェアオフィス

事業者など、民間の支援事業者と連携し、充実を図ってまいります。 

Ｃ 

24 企業の成長を持続するためにも、「経営をサポートする中核人材、

事業の高度化を図る専門人材」が不可欠と思っている。中核・専門

人材の「採用・定着・育成」支援の施策を手厚くしていただきたい。 

中核・専門人材の「採用・定着・育成」支援につきましては、市内中小

企業の経営力強化に向けた生産性向上の促進や人材の確保・定着に向け

た支援として、多様な人材が活躍できる環境整備等に対する専門家派

遣、従業員のリスキリングの取組を支援する補助事業等を実施している

ところであり、今後も着実に取組を進めてまいります。 

Ｄ 

25 プロダクトベースの中小企業が多く、マーケティングやデザイン面

での視点が不足しており、展示会などで効果的な訴求ができていな

いように感じている。魅せ方や売り方についての施策を検討いただ

きたい。 

中小企業の「稼ぐ力」の向上に向けましては、市場や顧客ニーズを踏ま

えた新製品・新サービス開発に取り組むことが重要であると認識してい

るため、中小企業診断士や、デザイナーなどの専門家による伴走支援に

より、マーケティング戦略の策定支援や、テストマーケティングの実行

支援など、中小企業の競争力強化に取り組んでまいります。 

 

 

 

Ｂ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

26 中小企業やスタートアップ向けの入居施設などが不足しており、工

場アパートなどのハード面の整備をしていただきたい。 

また、川崎市内は住工混在エリアが多く、立地促進関連の補助金が

該当しないケースがあるので、再考いただきたい。 

市内には中小製造業等が立地可能な土地・建物等が不足していることか

ら、本市では入居先となる物件を創出するため、民間企業による工場ア

パートや貸研究開発施設（レンタルラボ）の開発誘導に取り組んでおり

ます。現在、令和９年度から 10 年度にかけて麻生区南黒川及び高津区

下野毛において、新たな工場アパート・貸研究開発施設が建設される予

定となっており、引き続き開発誘導を進めてまいります。 

また、住工混在地区における工場の立地促進のため、住宅の建築が可能

な工業地域、準工業地域において工場等の新増設にかかる経費の一部を

助成する「がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度（立地促進）」

を運用しており、今後も工業系用途地域において工業利用が維持される

よう取り組んでまいります。 

Ｄ 

27 最低賃金の引き上げを支援する施策を展開し、地元産業の発展と地

域の雇用創出に取り組んでいただきたい。 

最低賃金の引き上げに向けましては、賃上げの原資を確保するために地

元の中小企業等の経営基盤の強化が図られることが重要であると考え

ております。 

これまで中小企業の経営力強化や経営安定に向けた生産性向上を促進

する支援等を実施してきており、今後も着実に取組を進めてまいりま

す。 

Ｂ 

28 さらなる川崎市の発展に向けて、多様な人材が共創できるよう、勤

労者福祉の向上施策を取り入れていただきたい。 

 

 

 

勤労者福祉の向上につきましては、勤労福祉共済「かわさきハッピーラ

イフ」の運営や、勤労者に関わる法律や制度などに係る情報提供、勤労

者のためのセミナー開催などに取り組んでおりますので、今後も着実に

取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

29 誘客・交流推進と商業地域の活性化について、商店街関連の第３期

と第４期の取組内容の比較から、専門家派遣と街路灯の維持管理等

について記載の修正が行われているが、 

専門家派遣については、市内の商店街の運営・組織づくりなどのテ

ーマを反映してほしい。 

街路灯の維持管理等については、補修費や電気代など強化ポイント

を示してほしい。 

専門家派遣につきましては、商店街の希望に応じてテーマを設定できる

こととしており、関係機関等と連携・調整し、商店街が抱える個別課題

に対して、中小企業診断士などの専門家を派遣することにより、解決に

向けた支援等を行っているところでございます。 

街路灯の維持管理等につきましては、基本的には所有者である商店街が

適切に行うことが必要と考えておりますが、商店街の安全・安心の確保

や施設の適切な維持・管理に向けた支援は重要であると認識しておりま

す。 

このため、商店街の維持管理の負担軽減につながる支援を検討している

ところでございます。 

引き続き、商店街等事業者の御意見を伺いながら、支援制度等の改善・

充実に努めてまいりますとともに、国や県等の支援策の情報提供を行

い、積極的な活用を促し、まちの賑わい創出につなげてまいります。 

Ｃ 

30 取組の課題で「地域課題や地域特性に応じた商店街支援と賑わいの

創出」と記載があるが、例えば「地域（生活）コミュニティのイン

フラ機能として商店街を支援強化」をテーマに、“SNS を活用した健

康増進支援事業”や“空き店舗を使った地域交流スペース設置”の

例を参考に、健康福祉部門との連携や予算配分に向けた事業を検討

いただきたい。 

商店街団体等は地域コミュニティの一部を担っており、地域の施設や団

体などとの連携を通じて地域課題の解決に貢献できると考えているこ

とから、本市では、商業地域の活性化を図ることを目的に、商店街や地

域が抱える課題の解決を目指して始める取組等への支援を行っている

ところでございます。 

いただいた御意見につきましては、商店街団体等への支援制度を検討し

ていく上での参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

31 神奈川県には既に商店街活性化条例があるが、大型店・チェーン店

の商店街又は商連加入についての川崎市独自の条例の制定を希望

する。 

商店街は、地域経済の活性化や街づくりにおいて重要な役割を担ってお

り、大型店等の商店会への加入が促進されることは望ましいことである

と考えております。 また、「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に

関する条例」の中で、第７条「大企業者の役割」として、「中小企業に

関する団体に加入すること等により、中小企業に関する団体との連携に

努めるものとする」と規定しておりますので、大企業等の自主的な取組

により、商店会への加入が少しでも増えることを期待しております。  

本市といたしましては、「川崎市商店街連合会」を通じて大型店等の商

店会加入状況の把握に努めるとともに、商店街自らの発意と創意工夫に

あふれた活動が展開され、商店会への加入が促進されるよう、引き続き

同連合会と連携を図ってまいります。 

Ｄ 

32 物価変動に影響を受ける経営環境に対応した商業支援に関する補

助率のアップを希望する。 

商業支援策につきましては、商業者創業支援プログラム(NOREN)により

意欲ある商業者を発掘・育成するとともに、商店街が主体的にイベント

を実施する場合の「商店街魅力アップ支援事業」や、商店街や地域の課

題解決に向けた取組などを支援する「商店街課題対応事業」などといっ

たソフト面の支援や、商店街が主体的に LED 街路灯、防犯カメラなどの

商業環境の整備を行う場合の「商店街施設整備事業」といったハード面

の支援を行うほか、関係機関等と連携・調整し、中小企業診断士などの

専門家を派遣することにより、商店街が抱える課題の解決に向けた支援

等を行っているところでございます。 

それに加え、近年の物価高騰をはじめとした社会経済環境の変化を踏ま

え、消費の下支えによる地域経済の活性化や、商店街における安全・安

心な環境づくりの推進など、社会経済環境の変化に応じた施策を行って

いるところでございます。 

引き続き、商店街等事業者の御意見を伺いながら、支援制度等の改善・

充実に努めてまいりますとともに、国や県等の支援策の情報提供を行

い、積極的な活用を促し、まちの賑わい創出につなげてまいります。 

Ｃ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

33 日本の労働人口の減少や企業の人手不足は、今後も根本的には解決

が難しい問題であると思うが、川崎市の産業振興において、引き続

き、強化していった取組を行っていただきたい。 

 

 

少子高齢化に伴う労働人口の減少や人手不足につきましては、若者、女

性、ミドル世代、シニア世代、外国人等多様な人材の就業支援に取り組

むとともに、中小企業のデジタル技術・生産設備等の導入を通じた生産

性向上の取組への支援等を実施しております。 

今後も、人材に関連する課題解決につながるよう、着実に取組を進めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

34 川崎市には量子イノベーションパーク、キングスカイフロント、臨

海部カーボンニュートラルコンビナートなど優れた実証フィール

ドを有しており、ウェルフェアイノベーションで推進するウェルテ

ック分野も含め、これらを「実証フィールドメニュー」として一元

的に整理し、手続き支援を含めたワンストップサービスを構築する

ことで、一層の企業誘引が期待できるのではないかと考える。 

「量子イノベーションパーク」の実現に向けましては、令和７年度から

量子コンピューティング技術を活用した地域課題、行政課題等の解決に

向けて、本市が実証フィールドを提供するモデル事業に取り組んでおり

ます。 

また、新川崎・創造のもりや川崎臨海部、K-NIC 等の研究開発拠点、起

業家支援拠点等の連携強化に向けて、研究者・技術者や起業家等の「人

材」や「企業」の活発な交流の促進に取り組んでまいります。 

こうした交流からイノベーションを生み出す持続可能なエコシステム

の構築に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

35 次の施策につながるプランの強化をお願いしたい。 

 

・法定雇用率向上に向けた対策 

・精神障がい者などの就労困難層への支援強化 

・障がい者の希望する困りごとへの合理的配慮の啓発活動と実態

調査の実施 

本市では、健康福祉局において、障害のある方の生活ニーズ調査を踏ま

え、「第５次かわさきノーマライゼーションプラン」を策定し、同プラ

ンに基づき、法定雇用率への対応を含む企業の雇用支援、精神障害者等

の就労困難層への就労支援、合理的配慮の啓発活動等に取り組んでおり

ます。 

経済労働局では、健康福祉局等と連携し、障害者雇用に関する様々な悩

みを持つ企業を訪問し、業務の切り出しや職場実習、定着支援などにワ

ンストップで対応する障害者等雇用・就労支援出張キャラバン隊を実施

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

36 次の施策につながるプランの強化をお願いしたい。 

 

・事業継続と雇用の維持を図るため、事業者の声を踏まえた行政施

策の柔軟性と伴走支援体制構築の拡充 

・川崎市公契約条例に基づく作業報酬台帳のデジタル技術による

改善を求める。 

 また、公契約条例における適用工事金額の６億円以上を引き下げ

ることにより川崎市の事業を活用すること 

・パートナーシップ構築宣言の推進支援制度の創設と宣言登録を

促す啓発ツールや登録支援のための専門相談窓口の設置を検討す

る 

・連携支援は地域全体での共通認識醸成の場の創設として、地域連

携フォーラム（政・労・使）開催を推進すること 

事業継続につきましては、事業承継及び BCP に関する専門家派遣やセミ

ナーのほか事業承継の準備段階における伴走支援等を実施していると

ころでございます。今後につきましても、事業者の声に柔軟に対応しな

がら事業継続と雇用の維持を図るための支援に取り組んでまいります。 

 

作業報酬台帳につきましては、作成等における事務負担の軽減に向けた

取組として、事業者による作業報酬下限額の入力方法の簡略化や本市職

員による効率的な審査体制への変更を行ったところでございますが、現

行どおり労働者からの申し出があった場合に調査を行うなどの実効性

を確保しながら、引き続き、他都市の実施方法との比較検証等を行い、

より効率的な運用方法について検討してまいります。 

また、対象範囲を拡大することにつきましては、対象工事数が拡大する

ことにより、更に多くの事業者に負担をお掛けすることになるととも

に、本市職員においても、作業報酬台帳の集計、審査、問合せ対応等の

事務負担が増加することとなりますので、事業者及び本市双方への影響

等を考慮しながら、慎重に検討してまいります。 

 

パートナーシップ構築宣言につきましては、適切な価格転嫁や取引の適

正化が図られるよう、川崎市産業振興財団と連携し、経営相談窓口での

対応や、専門家派遣等により、国が設置した取引かけこみ寺、取引 G メ

ンなど、企業にとって有益な情報を御案内しているところでございま

す。 

今後につきましても、市ホームページや広報紙など様々な広報媒体や、

企業訪問の機会を通じて積極的な情報提供に取り組んでまいります。 

 

 

 

Ｃ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

  連携支援につきましては、中小企業の活性化において、雇用労働環境の

改善・推進が重要と認識しているところです。本市では、行政（国・県・

市）・労働団体・使用者団体による意見交換の場として「川崎労働問題

懇談会」を開催し、市内労働状況の現状や、近年の課題となっている労

働問題などについて情報共有や意見交換を図っており、今後も雇用労働

事業の推進に着実に取り組んでまいります。 

Ｃ 

37 次の施策につながるプランの強化をお願いしたい。 

 

プランに多様な働き方を推進する項目を追加してほしい。特にワー

ク・ライフ・シフトによる労働力の拡大により、人手不足の解消に

つなげてほしい。 

（同趣旨他１件） 

多様な働き方を推進する項目の追加につきましては、基本施策５「多様

な人材が活躍できる環境づくり」の成果指標に「働き方改革の取組を行

っている事業所の割合」を設定しており、多様な働き方の推進は、勤労

者福祉の向上に含まれると考えておりますので、今後も着実に取組を進

めてまいります。 

「ワーク・ライフ・シフト」につきましては、市内大企業にて取り組ま

れている「持続可能なビジネスのあり方と従業員の Well-Being を実現

する新たな働き方」と認識しておりますが、「ワーク・ライフ・バラン

ス」ほどまだ一般化されておりませんので、大企業での取組について情

報収集を進めながら、いただいた御意見につきましては、今後の支援施

策の検討を行う上での参考とさせていただきます。 

Ｃ 

38 最低賃金の上昇に合わせ給与水準は上昇しているが、中小企業の負

担は大きくなっており、福利厚生の充実はより一層の困難さが進ん

でいる。一方で人材確保の観点においても福利厚生は重要であるこ

とから、資産形成や能力開発などのライフサポートサービスを拡張

するとともに、企業活性化につながる福利厚生のより一層の充実に

向けた取り組みをしてほしい。 

 

 

 

 

本市では、市内中小企業における福利厚生の充実を図るため、勤労者福

祉共済制度「かわさきハッピーライフ」を運営しているところでござい

ます。 

同制度におきましては、余暇支援、健康支援、資格取得支援などを通じ

て会員の福祉増進を図る事業を展開しておりますので、今後も事業がよ

り充実なものになるように着実に取り組んでまいります。 

 

 

 

Ｂ 
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No. 意見の概要 意見に対する本市の考え方 区分 

39 本プランにブランド創生につながる取り組みを加えて欲しい。 

川崎には良いものが様々あるが、他県などからも注目されるインパ

クトに欠けている。川崎に行きたくなる、住みたくなると思うよう、

川崎にある強みをブランド化（強み）する施策展開して欲しい。 

例えば… 

川崎のお店には〆料理にカレーを提供しているところが多いと思

っているが、カレーを食べに川崎に行く意欲は沸かない。「かわさ

き〆カレー」といったゴロの良い言葉を挙げて宣伝する。自慢のカ

レー選手権を行うなどの PR を行い、川崎に行けば美味しいカレー

が食べられる環境を作り全国に発信するなど、イメージ戦略によ

り、途中下車して川崎に立ち寄りたくなる、他県から川崎に行きた

くなる状況を生み出すことで、カレー文化もより一層広がりを待

ち、活性化する。このように、川崎にあるものを全国発信するイメ

ージ作り戦略によって、街の活性化につなげてほしい。 

産業振興に係る関連計画として策定を進めている「第３次かわさき観光

振興プラン」では、「川崎のありのままの魅力に光をあて、住む人・訪

れる人が共に楽しい"川崎らしい観光"を目指して」を目指すビジョンと

して掲げ、川崎の魅力の発掘や発信等を位置づけております。 

御提案のように、市内に既に存在する食や文化を分かりやすい言葉や切

り口で整理し、来訪意欲につなげていく視点は、ブランドづくりを考え

る上での一つの考え方であると認識しております。 

具体的なテーマ設定やネーミング、プロモーションの手法等につきまし

ては、市民・事業者の皆様の意向や、発信の効果等を踏まえながら検討

していく必要がある事項と考えておりますことから、いただいた御意見

につきましては、川崎の魅力の発掘・発信を進めていく上での参考とさ

せていただきます。 

Ｃ 
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６ 案からの変更点 

パブリックコメントによる市民意見や社会動向・関連計画の進捗状況等を踏まえた変更（※下線は変更箇所） 
 

意見の 

該当箇所 
変更の概要 変更前の内容 変更後の内容 

「５ 具体的

な意見の内容

と 市 の 考 え

方」 

『（２）第２章

「本市の現状

と本市を取り

巻く社会経済

環境の変化」

に 関 す る こ

と』の No.4（8

ページ） 

（本編 13 ページ） 

２－１．市内産業の現状・動向 

本市在住者の雇用動向 

（４）働きやすいまち・かわさき 

 

市民意見を踏まえた表現の修正 

雇用者一人あたりの雇用者報酬の

数値の更新 

 

 

 

（本編 20 ページ） 

２－２．本市を取り巻く社会経済環

境の変化 

（１)労働者不足と後継者不足の深

刻化 

◆人材への投資（産業構造の転換に

柔軟に対応できるスキルアップ） 

 

市民意見を踏まえた表現の修正 

 

（本編 13 ページ） 

（４）働きやすいまち・かわさき 

□市内の有業率は 68.2％で、政令指定都市比較で

最も高いことから、働いている人が多く住んでお

り、また、離職率は 3.1％で、政令指定都市比較

で最も低く、安定した環境で働いている労働者が

多いと考えられます。 （図-４、図-５） 

□雇用者一人あたり報酬額は大阪市に次いで２

位で、労働者にとって所得の面で魅力的な環境に

なっていると考えられます。（図-６） 

 

（本編 20 ページ） 

◆人材への投資（産業構造の転換に柔軟に対応で

きるスキルアップ） 

□IT ニーズの拡大等を受け、企業で必要とされる

人材が変化し、雇用のミスマッチが顕在化してい

ます。（図-17） 

□リスキリングのほか、女性、高齢者、障がい者、

外国人（留学生含む）などが働きやすく、また、

雇用しやすくなるような環境整備が求められま

す。 

 

 

（本編 13 ページ） 

（４）有業率・離職率等 

□市内の有業率は68.2％で、政令指定都市比較で

最も高く、離職率は 3.1％で、政令指定都市比較

で最も低くなっています。（図-４、図-５） 

 

 

□雇用者一人あたり報酬額は政令指定都市の中

で 4 位で、政令指定都市比較では平均を上回っ

ています。（図-６） 

 

（本編 20 ページ） 

◆人材への投資（産業構造の転換に柔軟に対応で

きるスキルアップ） 

□景気動向や技術革新等に伴い、企業で必要とさ

れる人材が変化し、雇用のミスマッチが顕在化し

ています。 

□雇用欠員判断 D.I は令和３(2021)年 12 月以

降、全産業分類で不足のまま推移しており、リ

スキリングのほか、女性、高齢者、障がい者、

外国人（留学生含む）などが働きやすく、ま

た、雇用しやすくなるような環境整備が求めら

れます。（図-17） 
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意見の 

該当箇所 
変更の概要 変更前の内容 変更後の内容 

「５ 具体的

な意見の内容

と 市 の 考 え

方」 

『（２）第２章

「本市の現状

と本市を取り

巻く社会経済

環境の変化」

に 関 す る こ

と』の No.5（9

ページ） 

（本編 14 ページ） 

２－１．市内産業の現状・動向 

本市の産業拠点の状況 

（５）産業関連施設・集積状況等

（1/2） 

 

市民意見を踏まえた表現の修正 

 

（本編 14 ページ） 

記載なし 

（本編 14 ページ） 

【図-９ 市内の産業集積状況】に以下の２施設

を追記。 

・「川崎市農業技術支援センター」 

・「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研

究機構 生物系特定産業技術研究支援センター

（略称：BRAIN）」 

 

 

「５ 具体的

な意見の内容

と 市 の 考 え

方」 

『（２）第２章

「本市の現状

と本市を取り

巻く社会経済

環境の変化」

に 関 す る こ

と』の No.6（9

ページ） 

（本編 15 ページ） 

２－１．市内産業の現状・動向 

本市の産業拠点の状況 

（５）産業関連施設・集積状況等

（2/2） 

 

市民意見を踏まえた表現の修正 

 

（本編 15 ページ） 

記載なし 

（本編 15 ページ） 

【図-10 市内の研究開発拠点の立地状況】の 

左下「新川崎・創造のもり」の箇所に以下の文

言を追記。 

・就労人数：約 2,700 人（新川崎地区全体） 

 

※その他、用語・用字の修正など、所要の整備を行っています。 


